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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気通路内へ噴射口から添加剤を噴射する添加剤噴射弁と、該添加剤噴射弁の排気下流
側に設けられ、少なくとも前記添加剤に基づく特定の排気浄化反応を促進する触媒とを備
えて、前記触媒の上流側にて浄化対象とする排気の中へ前記添加剤噴射弁により添加剤を
噴射供給し、排気流を利用してその排気共々前記添加剤を下流の前記触媒へ供給するとと
もに、該触媒上で前記排気浄化反応を行うことによってその排気を浄化する排気浄化装置
において、
　前記排気通路は、前記触媒の上流側に接続される直管状の直管部と、この直管部に接続
され、通路が曲げられた屈曲部とを備えており、
　前記屈曲部の壁面に開口し、前記直管部の中心軸と略平行に前記直管部とは反対側に突
出するように延びる筒状の側壁部と、該側壁部の前記直管部とは反対側の端部に設けられ
た端壁部とを備える突出部を有し、
　前記端壁部において前記排気通路とは反対側の反対側面に断熱材が設けられており、
　前記添加剤噴射弁は、前記噴射口を有する噴射弁先端部が前記端壁部に前記断熱材の外
側から挿し入れられて、かつ、前記添加剤噴射弁の円錐状噴霧が、前記突出部の前記屈曲
部における開口縁の少なくとも排気通路下流側で付着しないようにして、前記突出部に設
けられていることを特徴とする排気浄化装置。
【請求項２】
　前記添加剤噴射弁は、前記円錐状噴霧が前記開口縁にて付着しないよう、前記突出部に
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設けられていることを特徴とする請求項１記載の排気浄化装置。
【請求項３】
　前記突出部の内壁は円筒状であることを特徴とする請求項１乃至２のいずれか記載の排
気浄化装置。
【請求項４】
　前記突出部の突出量は、前記添加剤噴射弁の前記円錐状噴霧の噴霧角に基づき、前記突
出部の前記屈曲部における開口縁の排気通路下流側にて、前記噴霧が付着しない距離に設
定されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の排気浄化装置。
【請求項５】
　前記添加剤噴射弁の軸心は、前記直管部の中心軸に一致するよう設けられることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の排気浄化装置。
【請求項６】
　前記添加剤噴射弁の軸心は、前記触媒の中心軸に一致するよう設けられることを特徴と
する請求項１～５のいずれかに記載の排気浄化装置。
【請求項７】
　前記円錐状噴霧角は、前記添加剤噴射弁の使用域における最大噴霧角であることを特徴
とする請求項１～６のいずれかに記載の排気浄化装置。
【請求項８】
　前記屈曲部は複数備えられ、これら複数の屈曲部は１箇所で前記直管部に接続されるよ
う集合部が設けられ、
　前記突出部は、前記集合部の壁面に開口し、前記直管部の中心軸と略平行に前記直管部
とは反対側に突出するよう設けられることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の
排気浄化装置。
【請求項９】
　前記屈曲部は、曲がり管であることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の排気
浄化装置。
【請求項１０】
　前記屈曲部は、直角管であることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の排気浄
化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿素ＳＣＲ（選択還元）システムに代表されるような、所定の添加剤に基づ
く排気浄化反応を触媒上で行うことによって排気を浄化する排気浄化装置に関し、詳しく
は添加剤噴射弁から噴射される尿素水溶液等の添加剤に基づく排気浄化反応を触媒を通じ
て促進しつつ、その排気浄化反応によって排気を浄化する排気浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発電所、各種工場、及び自動車（特にディーゼルエンジン搭載の自動車）等に適
用されて、排気中のＮＯｘ（窒素酸化物）を高い浄化率で浄化する排気浄化装置として、
尿素ＳＣＲ（選択還元）システムの開発が進められており、一部実用化に至っている。
【０００３】
　以下、図５を参照して、尿素ＳＣＲシステムについてその概略を説明する。
【０００４】
　図５に示されるように、この装置（システム）は、大きくは、排気浄化反応を促進する
触媒５１と、排気発生源（例えばエンジン）から排出される排気を触媒５１へ導く排気管
５２と、この排気管５２の中途に設けられ、同排気管５２内を流れる排気に対して尿素水
溶液（添加剤）を噴射供給する添加剤噴射弁５３とを有して構成されている。ここで、触
媒５１は、ＮＯｘの還元反応（排気浄化反応）を促進するものである。また、添加剤噴射
弁５３は、この触媒５１へ向かって尿素水溶液を噴射するように排気管５２に対して傾け
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て、すなわち先端の噴射口５３ａを触媒５１の方へ向けて配設されている。
【０００５】
　こうした構成のもと、この装置では、排気管５２内を流れる排気中へ添加剤噴射弁５３
により尿素水溶液を噴射供給し、排気の流れ（排気流）を利用してその排気共々尿素水溶
液を下流の触媒５１へ供給するとともに、該触媒５１上でＮＯｘの還元反応を行うことに
よってその排気を浄化する。ＮＯｘの還元に際しては、尿素水溶液が排気熱で加水分解さ
れることによりアンモニア（ＮＨ3）が生成され、触媒５１にて選択的に吸着された排気
中のＮＯｘに対し、このアンモニアが添加される。そして、同触媒５１上で、そのアンモ
ニアに基づく還元反応が行われることによって、ＮＯｘが還元、浄化されることになる。
【０００６】
　ところで、上述の排気管５２には、車両のレイアウト等によっては、曲がり管である屈
曲部を排気通路上に備えるものがある。そして、そのような屈曲部に、下記特許文献１～
３の如く、添加剤噴射弁を備え、噴射弁から還元剤が噴射されるものが知られている。
【特許文献１】特開２００１－３７３７号公報
【特許文献２】特開２００３－２９３７３９号公報
【特許文献３】特表２００１－５１６６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　こうした屈曲部に添加剤噴射弁が設けられたシステムにおいては、還元剤と屈曲部を流
れてくる排気ガスとが混合均一化された状態で触媒に到達可能とするために、添加剤噴射
弁からの添加剤噴射方向が排気ガスの下流方向と同一となるように配置した方が望ましい
と考えられる。しかしながら、特許文献２、３の構成では、添加剤噴射弁が、それぞれ屈
曲部内に露出するよう配置されている。そのため、噴射弁が高温の排気ガスに曝されてし
まう。
【０００８】
　これに対して、特許文献１の構成では、屈曲部の外側に、触媒とは反対側に突出する突
出部が設けられ、この突出部内に噴射弁が収納される構成が図示されている。このような
構成ならば、高温の排気ガスに曝される蓋然性を低くすることが可能と考えられる。しか
しながら、上記突出部の屈曲部壁面からの突出距離や、噴射弁から噴射される円錐状噴霧
角を精密に考慮しないと、添加剤噴射弁からの噴霧が、突出部内壁面に付着してしまう恐
れがある。これでは、かえって排気ガスと添加剤との混合均一が確実に図れない可能性が
ある。
【０００９】
　本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、屈曲部を備えた排気管に添加剤
噴射弁を備えるものにおいて、被熱低減を図りながら、排気ガスと添加剤とを均一混合さ
せて触媒に到達可能とした排気浄化装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、上記課題を解決するための手段、及び、その作用効果について記載する。
【００１１】
　請求項１記載の発明では、排気通路内へ噴射口から添加剤を噴射する添加剤噴射弁と、
該添加剤噴射弁の排気下流側に設けられ、少なくとも前記添加剤に基づく特定の排気浄化
反応を促進する触媒とを備えて、前記触媒の上流側にて浄化対象とする排気の中へ前記添
加剤噴射弁により添加剤を噴射供給し、排気流を利用してその排気共々前記添加剤を下流
の前記触媒へ供給するとともに、該触媒上で前記排気浄化反応を行うことによってその排
気を浄化する排気浄化装置において、前記排気通路は、前記触媒の上流側に接続される直
管状の直管部と、この直管部に接続され、通路が曲げられた屈曲部とを備えており、前記
屈曲部の壁面に開口し、前記直管部の中心軸と略平行に前記直管部とは反対側に突出する
ように延びる筒状の側壁部と、該側壁部の前記直管部とは反対側の端部に設けられた端壁
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部とを備える突出部を有し、前記端壁部において前記排気通路とは反対側の反対側面に断
熱材が設けられており、前記添加剤噴射弁は、前記噴射口を有する噴射弁先端部が前記端
壁部に前記断熱材の外側から挿し入れられて、かつ、前記添加剤噴射弁の円錐状噴霧が、
前記突出部の前記屈曲部における開口縁の少なくとも排気通路下流側で付着しないように
して、前記突出部に設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　上記構成では、突出部の端壁部において排気通路とは反対側の反対側面に断熱材が設け
られている。また、添加剤噴射弁は、噴射弁先端部が端壁部に対して断熱材の外側から挿
し入れられた状態で、突出部に設けられている。この場合、添加剤噴射弁は突出部から露
出することなく内部に収納され、断熱材の存在もあいまって、排気ガスに対する被熱低減
が図られる。また、添加剤噴射弁は、突出部の端壁部に、突出部の屈曲部に接続すること
によって形成される開口縁の少なくとも排気通路下流側、つまり、添加剤噴射弁から突出
部の開口端までの距離のうちで一番大きくなる箇所において、添加剤噴射弁の円錐状噴霧
が付着しないよう設けられる。さらに、直管部の中心軸と略平行に突出部が設けられ、そ
の突出部の端壁部に添加剤噴射弁が設けられている。このため、噴射弁からの噴霧が、突
出部壁面に付着することなく確実に排気通路へ供給可能となるとともに、排気ガスと添加
剤とが均一混合された状態で触媒に到達させることができる。
【００１３】
　従って、屈曲部を備えた排気管に添加剤噴射弁を備える場合においても、被熱低減を図
りながら、排気ガスと添加剤とを均一混合させて触媒へ到達させることができる。
【００１４】
　請求項２記載の発明によると、前記添加剤噴射弁は、前記円錐状噴霧が前記開口縁にて
付着しないよう、前記突出部に設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　この構成により、さらに確実に添加剤噴射弁の円錐噴霧が、突出部に内周面に付着する
ことが防止できる。
【００１６】
　また、請求項３記載の発明のように、突出部の内壁を円筒状としてもよく、これによっ
て、突出部の製作性が容易となる。
【００１７】
　請求項４記載の発明によると、前記突出部の突出量は、前記添加剤噴射弁の前記円錐状
噴霧の噴霧角に基づき、前記突出部の前記屈曲部における開口縁の排気通路下流側にて、
前記噴霧が付着しない距離に設定されていることを特徴とする。
【００１８】
　このように、添加剤噴射弁の噴霧角を考慮して、突出部の屈曲部からの距離を設定する
ことにより、確実な突出部内壁面への噴霧付着を防止できる。
【００１９】
　請求項５記載の発明によると、前記添加剤噴射弁の軸心は、前記直管部の中心軸に一致
するよう設けられることを特徴とする。
【００２０】
　この構成により、噴射弁の軸心が直管部の中心軸と一致するため、噴射弁の噴霧が排気
通路の直管部全体に均一に分布可能である。このため、直管部の下流に設けられる触媒へ
、添加剤と排気ガスとを均一に混合した状態で、確実に到達させることができる。
【００２１】
　請求項６記載の発明によると、前記添加剤噴射弁の軸心は、前記触媒の中心軸に一致す
るよう設けられることを特徴とする。
【００２２】
　この構成により、噴射弁の軸心が触媒の中心軸と一致するため、触媒へ、添加剤と排気
ガスとを均一に混合した状態で、確実に到達させることができる。
【００２３】



(5) JP 4779959 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

　請求項７記載の発明によると、前記円錐状噴霧角は、前記添加剤噴射弁の使用域におけ
る最大噴霧角であることを特徴とする。
【００２４】
　この構成により、添加剤噴射弁が使用される状況下で、たとえ噴霧角が変化したとして
も、確実に突出部の内壁面に添加剤が付着することを防止できる。
【００２５】
　請求項８記載の発明によると、前記屈曲部は複数備えられ、これら複数の屈曲部は１箇
所で前記直管部に接続されるよう集合部が設けられ、前記突出部は、前記集合部の壁面に
開口し、前記直管部の中心軸と略平行に前記直管部とは反対側に突出するよう設けられる
ことを特徴とする。
【００２６】
　この構成のように、直管部の上流側が、複数の屈曲部を有する排気通路である場合にも
、その直管部への１箇所にて集合させた集合部に、突出部を設けることによって、請求項
１と同様、被熱低減を図りながら、排気ガスと添加剤とを均一混合させて触媒へ到達させ
ることができる。
【００２７】
　さらに、請求項９、１０の如く、屈曲部を、曲がり管や直角管として構成させてもよい
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明に係る排気浄化装置を具体化した一実施形態について図面を参照しつつ説
明する。なお、本実施形態の装置も、先の図５に例示した装置と同様、排気中のＮＯｘ（
窒素酸化物）を浄化するものであり、尿素ＳＣＲ（選択還元）システムとして構築されて
いる。
【００２９】
　図１に示す、本実施形態に係る尿素ＳＣＲシステム（排気浄化装置）は、自動車（図示
略）に搭載されたディーゼルエンジン（排気発生源）により排出される排気を浄化するも
のである。具体的には、排気上流側から、ＤＯＣ（酸化触媒）２１、排気管（排気通路）
１０、ＳＣＲ触媒２０の順で配設され、エンジンの排気ガスは、矢印Ａの如く、排気管１
０を流れていく。
【００３０】
　また、排気管１０の途中に添加剤噴射弁５０が設けられており、ＤＯＣ２１とＳＣＲ触
媒２０との間の排気管１０内を流れる排気ガスに対して、尿素水溶液（添加剤）を噴射供
給するようになっている。そして、排気の流れ（排気流）を利用してその排気共々尿素水
溶液を、下流のＳＣＲ触媒２０へ供給するとともに、該触媒２０上でＮＯｘの還元反応を
行うことによって、その排気が浄化されるようになっている。
【００３１】
　ＳＣＲ触媒２０は、公知のＮＯｘの還元反応（排気浄化反応）を促進するものであり、
例えば、
４ＮＯ＋４ＮＨ3＋Ｏ2→４Ｎ2＋６Ｈ2Ｏ　…（式１）
６ＮＯ2＋８ＮＨ3→７Ｎ2＋１２Ｈ2Ｏ　…（式２）
ＮＯ＋ＮＯ2＋２ＮＨ3→２Ｎ2＋３Ｈ2Ｏ　…（式３）
のような反応を促進して排気中のＮＯｘを還元する。そして、これらの反応においてＮＯ
ｘの還元剤となるアンモニア（ＮＨ3）を生成する尿素水溶液を噴射供給するものが、Ｓ
ＣＲ触媒２０の上流側の排気管１０の途中に設けられた添加剤噴射弁５０である。
【００３２】
　この添加剤噴射弁５０は、公知のガソリンエンジンの燃料噴射インジェクタを、基本的
に流用したものであり、噴射弁５０の噴射孔から、円錐状の噴霧Ｆ（図２参照）を噴射可
能である。なお、添加剤である尿素水溶液は、図示せぬ尿素水タンクから、図示せぬポン
プによって汲み上げられ、配管を通じて添加剤噴射弁５０へ供給されている。
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【００３３】
　ＳＣＲ触媒２０の上流側の排気管１０は、図１に示すとおり、ＳＣＲ触媒２０に接続さ
れる直管状ストレート配管である円筒状の直管１１と、その直管１１に接続され、通路が
円弧状に曲げられた曲がり管１２と、さらに、この曲がり管１２とは円弧方向が逆で、Ｄ
ＯＣ２１へ接続される曲がり管１３とから構成されている。そして、曲がり管１２には、
突出部１４が接続され、その突出部１４に添加剤噴射弁５０が配設されている。
【００３４】
　図２に示す如く、突出部１４は筒状に形成され、この突出部１４の中心軸と直管１１の
中心軸２５とが一致するよう、曲がり管１２に開口する。すなわち、突出部１４は、曲が
り管１２の円弧外縁側に、直管１１とは反対側に突出するよう設けられる。なお、直管１
１の中心軸とＳＣＲ触媒２０の中心軸とは一致するよう設けられている。
【００３５】
　そして、この突出部１４の直管１１とは反対側の端面１８に、添加剤噴射弁５０が配設
される。添加剤噴射弁５０は、端面１８に設けられた断熱材２２を介して、添加剤噴射弁
５０の噴射孔が突出部１４内に開口するよう配設される。そして、添加剤噴射弁５０は、
基本的には、直管１１の中心軸２５と一致するよう設けられている。このように構成する
ことで、添加剤噴射弁５０に噴射孔は、触媒２０へ対向するよう配設されることとなる。
【００３６】
　さらに、添加剤噴射弁５０は、噴射弁５０からの円錐状噴霧Ｆが、突出部１４の曲がり
管１２への接続によって形成される開口縁（楕円状の開口縁が形成されることとなる）の
うち、排気ガス下流側縁部１５に接触しないよう、端面１８に取り付けられる。すなわち
、排気ガス下流側縁部１５に、噴霧Ｆが付着しないように、噴霧角θあるいは曲がり管１
２からの突出部の突出距離Ｌを設定し、添加剤噴射弁５０を取り付ける。なお、本実施形
態では、円錐状噴霧Ｆは、上記開口縁の排気ガス上流側縁部１６へも接触しないように、
噴霧角θあるいは突出距離Ｌが設定されている。また、上記θは、仮に、添加剤噴射弁５
０の噴霧角が、エンジンの運手状態等によって変更されるというのであれば、その最大噴
霧角、すなわち、噴射弁５０の使用下における最大噴霧角を想定して、添加剤噴射弁５０
を取り付けるようにする。
【００３７】
　こうした構成のもと、本実施形態に係る上記システム（装置）でも、先の図５に例示し
た装置と同様、排気管１０を流れる排気中へ噴射弁５０により尿素水溶液を噴射供給する
。そして、排気の流れ（排気流）を利用してその排気共々尿素水溶液を下流のＳＣＲ触媒
２０へ供給するとともに、該触媒２０上でＮＯｘの還元反応を行うことによってその排気
を浄化する。
【００３８】
　さて、上述した実施形態の如く、添加剤噴射弁５０は、突出部１４の端面１８に配設さ
れることにより、突出部１４内に確実に、添加剤噴射弁５０が収容されることとなる。よ
って、矢印Ａの如く流れる高温の排気ガスに、噴射弁５０が曝されることはない。また、
断熱材２２の存在もあいまって、確実に、噴射弁５０の被熱低減を図ることができる。
【００３９】
　また、添加剤噴射弁５０は、曲がり管１２に設けられた突出部１４に、直管１１（ひい
ては、ＳＣＲ触媒２０）の中心軸２５と、軸心が同一となるよう設置されている。よって
、筒状のＳＣＲ触媒２０に向けて、円錐状噴霧Ｆを、触媒２０の全面にわたって均一に散
布可能となる。従って、排気ガスと添加剤とが均一混合された状態で、確実にＳＣＲ触媒
２０に到達させることが可能となる。
【００４０】
　さらに、排気ガス下流側縁部１５に、円錐状噴霧Ｆが付着しないように、噴霧角θある
いは曲がり管１２からの突出部の突出距離Ｌが設定されて、添加剤噴射弁５０が取り付け
られている。よって、噴霧Ｆが突出部１４の内壁に付着することを防止できる。なお、本
実施形態では、円錐状噴霧Ｆが、排気ガス上流側縁部１６へも接触しないように、噴霧角
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θあるいは突出距離Ｌが設定されているため、より確実な円錐状噴霧Ｆの突出部１４の内
壁付着防止を図ることができる。
【００４１】
　上述した構成により、被熱低減を図りつつ、噴射弁５０からの噴霧Ｆが、突出部１４の
内壁面に付着することなく確実に排気通路へ供給可能となるとともに、排気ガスと添加剤
とが均一混合された状態で触媒に到達させることができる。従って、曲がり管１２のよう
な屈曲部を備えた排気管１０を備えるようなエンジンに対して、添加剤噴射弁５０を備え
る場合においても、被熱低減を図りながら、確実に排気ガスと添加剤とを均一混合させて
触媒へ到達させることができる。
【００４２】
　本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施しても良い。
【００４３】
　例えば図４に示すように、屈曲部をなす管路を、直管を直角状に曲げた直角管１２ａと
し、これを直管１１に接続した排気管１０に、本発明を適用してもよい。
【００４４】
　そして、上記直角管１２ａの直管１１とは反対側に、突出部１４を接続し、これに添加
剤噴射弁５０を配設するようにしてもよい。
【００４５】
　また、図４（ａ）（ｂ）に示す如く、複数の屈曲部を１箇所に集合させ、それを直管に
接続するような排気管レイアウトを有するエンジンに対して、本発明を適用してもよい。
例えば、図４（ａ）に示すような、複数の曲がり管１２ｂ、ｃを、１箇所の集合部１９に
て集合させ、これを直管１１に接続したものである。
【００４６】
　なお、図４（ｂ）は、屈曲部として直角管１２ｄ、ｅを集合部１９にて１箇所に集合接
続させた例である。
【００４７】
　このような複数の屈曲部（曲がり管や直角管）を集合させたものに対して、その集合部
１９の、直管１１とは反対側に突出部１４を開口させ、これに添加剤噴射弁５０を設ける
ようにしてもよい。
【００４８】
　このような配管レイアウトであっても、上述した実施形態と同様の効果が得られる。す
なわち、被熱低減を図りながら、確実に排気ガスと添加剤とを均一混合させて触媒へ到達
させることができる。
【００４９】
　なお、上述した実施形態は、尿素ＳＣＲ（選択還元）システムに適用したものであるが
、同様の添加剤及び触媒を用いて排気を浄化する場合には、他の用途についても本発明は
同様に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係る排気浄化装置の一実施形態について、該装置の概略を示す構成図。
【図２】本実施形態の装置の詳細を示す断面図。
【図３】排気管についての変形例を示す構成図。
【図４】排気管について、別の変形例を示す構成図。
【図５】従来の尿素ＳＣＲシステムの一例について概略を示す構成図。
【符号の説明】
【００５１】
　１０…排気管（排気通路）、１１…直管（直管部）、１２…曲がり管（屈曲部）、１４
…突出部、２０…ＳＣＲ触媒、２５…中心線、５０…添加剤噴射弁。
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